
登 記 所 名 所有者等の探索の対象となる地域

　 旭川地方法務局
　 名寄支局 士別市西士別町

　 旭川地方法務局
　 紋別支局 紋別市南が丘町八丁目

〃 紋別市渚滑町八丁目

　 旭川地方法務局
　 留萌支局 苫前郡羽幌町北一条一丁目

〃 苫前郡羽幌町大字天売字相影

　 旭川地方法務局
　 稚内支局 利尻郡利尻町沓形字栄浜

〃 利尻郡利尻富士町鬼脇字鰊泊

〃 礼文郡礼文町大字香深村字シレトコマナイ

〃 礼文郡礼文町大字船泊村字ハマナカ

〃 礼文郡礼文町大字船泊村字ヲチヤラセナイ

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第３条第１項
に基づく所有者等の探索の対象となる地域について（令和３年度）


